
 

 

 
 
 
 
 
 
 

第４章 
行動計画の基本的な考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       基本理念と目標 

 - 23 -

 
 
 

 
 

  

 

  

       
  

 

 

① 夢を持って楽しく子育てできるまちづくり 

② 地域全体で見守り支えあう子育て、親育ての支援体制づくり 

③ 働きながら子育てするための環境づくり 

④ 子どもが希望を持ち、誇りに思う郷土づくり 

 

 

「湯けむりとぬくもりのなかで、子育てしやすいと実感できるまち」の理念のもと、 

後期計画においても、前期計画の４つの目標を引き継ぎ、「父母その他の保護者が子育て

についての第一義的責任を有する」という少子化対策の基本理念を踏まえ、親の育児を

単に肩代わりするのではなく、親の子育てに対する不安やストレスを解消し、その喜び

や生きがいを取り戻して、子どものより良い育ちを実現するための子育て支援を進めて

いきます。 

 

 

 
 

１ 基本理念と目標 

４つの目標 

基本理念 
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【基本目標】               【施策目標】 

(1)地域における子育て支援サービスの充実 
１ 地域における子育ての支援 

(2)保育サービスの充実 

(3)子育て支援のネットワークづくり 

(4)児童の健全育成 

(1)子どもや母親の健康の確保 ２ 母性並びに乳児及び幼児等の
健康の確保及び増進 (2)「食育」の推進 

(3)思春期保健対策の充実 

(4)小児医療の充実 

(1)次代の親の育成 ３ 子どもの心身の健やかな成長
に資する教育環境の整備   (2)子どもに生きる力を育む学校(園)づくりの

推進 

(3)幼稚園教育の充実 

(4)家庭や地域の教育力の向上 

(5)子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

(6)不登校等児童生徒に対する取組の充実 

(7)スポーツ・文化活動を通した健全育成 

(8)児童生徒における国際理解の推進 

(1)良質な住宅の確保 ４ 子育てを支援する生活環境の
整備 (2)安心して外出できる道路交通環境の整備 

(3)安全・安心まちづくりの推進等 

  (1)多様な働き方の実現及び男性を含めた働き
方の見直し等 

５ 職業生活と家庭生活との両立
の推進 

(2)仕事と子育ての両立の推進 

(3)経営者への意識啓発活動 

  
６ 子ども等の安全の確保 

  

(1)子どもの交通安全を確保するための活動の
推進 

   
 

(2)子どもを犯罪等の被害から守るための活動
の推進 

 (3)児童生徒の安全確保 

(1)児童虐待防止対策の充実 ７ 要保護児童への対応などきめ
細かな取組の推進 

(2)母子家庭等の自立支援の推進 

(3)障がい児施策の充実 

 

べっぷ子ども次世代育成支援(後期)行動計画施策体系 




